
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
通
知
さ
れ
ま
す

＊�

外
国
籍
で
も
住
民
票
の
あ

る
人
は
対
象
と
な
り
ま
す
。

＊�

住
民
票
の
住
所
と
異
な
る

と
こ
ろ
に
お
住
ま
い
の
人

は
、
住
民
票
の
異
動
の
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

Ｄ
Ｖ
な
ど
や
む
を
得
な
い

理
由
に
よ
り
住
民
票
の
住

所
地
で
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
な
い
人
は
、
居
所
情

報
登
録
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、

性
別
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
、
本
人
の
顔
写

真
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
通
知
さ
れ
た
後
に
、
希
望
者
は
申
請
に
よ
り

平
成
28
年
１
月
以
降
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
本
人
確
認
の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

で
き
る
ほ
か
、
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
搭
載
さ
れ

た
電
子
証
明
書
を
用
い
て
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
は
じ
め
と
し
た
各
種
電

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
今
年
の
10
月
以
降

順
次
、
住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
人
に
１
人
１
つ
の
12
桁
の

個
人
番
号
（
以
下
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い
う
。）
を
お
知

ら
せ
す
る
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
住
民
票
の
住
所
に
簡
易
書
留

（
世
帯
主
宛
）
で
届
き
ま
す
。

　
「
通
知
カ
ー
ド
」
は
紙
製
の
カ
ー
ド
を
予
定
し
て
お
り
、

氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
（
基
本
４
情
報
）、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
は
全
て
の
人
に
送
ら
れ
ま
す
が
、
顔
写
真
が

入
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
本
人
確
認
の
と
き
に
は
別
途
顔
写

真
が
入
っ
た
証
明
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

【おもて面（案）】

【おもて面（案）】

個人番号カードの様式（案）

通知カードの様式（案）

【うら面（案）】

個
人
番
号
カ
ー
ド

＊�

15
歳
未
満
も
申
請
は
可
能
で
す
が
、

申
請
の
際
に
は
法
定
代
理
人
の
署

名
が
必
要
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊�

15
歳
未
満
に
つ
い
て
は
、
署
名
用

電
子
証
明
書
を
原
則
と
し
て
発
行

し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊�

病
気
、
身
体
の
障
が
い
そ
の
他
の

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
申
請

者
が
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は

代
理
人
に
よ
る
交
付
も
可
能
で
す
。

子
申
請
の
際
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
に
は
、
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
の

ほ
か
、
電
子
申
請
の
た
め
の
電
子
証
明
書
は
記
録
さ

れ
ま
す
が
、
所
得
の
情
報
や
病
気
の
履
歴
な
ど
デ
リ

ケ
ー
ト
な
個
人
情
報
は
記
録
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
個

人
番
号
カ
ー
ド
1
枚
か
ら
す
べ
て
の
個
人
情
報
が
分

か
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ひ
と
り
に
一
つ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

特集
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ス
テ
ッ
プ
１

　

通
知
カ
ー
ド
と
あ
わ
せ
て
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
申
請
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

ス
テ
ッ
プ
２

　

希
望
者
は
、
申
請
書
に
署
名
ま
た
は
押
印
し
、�

写
真

を
添
付
し
て
申
請
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊�

申
請
書
に
は
、
氏
名
・
住
所
な
ど
が
あ
ら
か
じ
め
印

刷
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
写
真
を
撮
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
申

請
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
見
込
み
で
す
。

ス
テ
ッ
プ
３

　

町
か
ら
、
交
付
準
備
が
で
き
た
旨
の
交
付
通
知
書
が

送
付
さ
れ
ま
し
た
ら
、
町
の
窓
口
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

顔
写
真
確
認
等
本
人
確
認
後
、
暗
証
番
号
を
設
定
し
て

い
た
だ
い
た
う
え
で
、
カ
ー
ド
を
交
付
し
ま
す
。�

（
通

知
カ
ー
ド
と
引
き
換
え
に
な
り
ま
す
の
で
、
来
庁
の
際

は
交
付
通
知
書
と
あ
わ
せ
て
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認

が
で
き
る
免
許
証
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。）

＊
初
回
の
カ
ー
ド
発
行
手
数
料
は
無
料
で
す
。

＊�

カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
発
行
日
か
ら
申
請
者
の
10

回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
未
成
年
者
は

発
行
日
か
ら
５
回
目
の
誕
生
日
ま
で
で
す
。

通
知
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
あ
り
ま
す
か
？

　

通
知
カ
ー
ド
に
は
有
効
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

通
知
カ
ー
ド
は
あ
な
た
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
を
通
知
す
る
も
の
で
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
と

通
知
カ
ー
ド
は
不
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
交
付
時

に
市
区
町
村
に
返
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

通
知
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
ま
で
に
準
備
を
し

て
お
か
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
？

　

通
知
カ
ー
ド
は
、
み
な
さ
ま
の
住
民
票
の
住
所

に
簡
易
書
留
で
届
き
ま
す
。

　

今
の
お
住
ま
い
と
住
民
票
の
住
所
が
異
な
る
人

は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
住
民
票
の
異
動
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

通
知
カ
ー
ド
は
転
送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

＊�

15
歳
未
満
も
申
請
は
可
能
で
す
が
、

申
請
の
際
に
は
法
定
代
理
人
の
署

名
が
必
要
と
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊�

15
歳
未
満
に
つ
い
て
は
、
署
名
用

電
子
証
明
書
を
原
則
と
し
て
発
行

し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

＊�

病
気
、
身
体
の
障
が
い
そ
の
他
の

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
申
請

者
が
窓
口
に
来
ら
れ
な
い
場
合
は

代
理
人
に
よ
る
交
付
も
可
能
で
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
・
交
付

通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
関
す
る
Q
＆
A

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
は
ど
の
よ
う

に
行
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

　

住
民
票
の
住
所
に
通
知
カ
ー
ド
と
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
が
簡
易
書
留
で
届
き
ま
す
の

で
、
郵
送
に
よ
る
申
請
ま
た
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
よ
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
で
き
ま
す
か
？

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
読
み
取
る
こ
と

で
、
交
付
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

パ
ソ
コ
ン
で
も
申
請
用
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
か
ら
交
付

申
請
が
可
能
で
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
に
手
数
料
は

か
か
り
ま
す
か
？

　

初
回
の
カ
ー
ド
発
行
手
数
料
は
無
料
で
す
。

　

た
だ
し
、
再
発
行
の
際
は
原
則
と
し
て
手
数
料

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ひとりに一つマイナンバー制度特集

Q1Q2

Q3Q4Q5

マイナンバー
キャラクター
����マイナちゃん
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平成27年10月以降
住民票の住所に通知
　住民票を有する全ての人（住民
票がある外国人を含む）に12桁の
個人番号（マイナンバー）が通知
されます。

＊�現在お住まいの場所と住民票の
住所が異なる場合には受け取る
ことができない可能性がありま
す。

平成29年１月　
個人ごとのポータルサイト（マ
イナポータル）の運用開始
　マイナンバーを含む自分の情報
をいつ、だれが、なぜ提供したの
か確認できます。行政機関からの
お知らせも受け取れます。

平成28年１月
マイナンバーの利用開始
　税の手続きや年金、医療保険、
雇用保険などの社会保障の手続き
で、マイナンバーの利用が開始さ
れます。申請者への個人番号カー
ド交付も始まります。

＊�年金の手続きでは平成29年１月
からマイナンバーの利用が開始
されます。

平成29年７月　
地方公共団体等も含めた情報
連携を開始
　情報連携により事務が確実かつ
スムーズになり、��国民の負担が軽
減し、暮らしがもっと便利になっ
ていきます。

　

平
成
25
年
５
月
に
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
個

人
番
号
法
）」
を
は
じ
め
と
す
る
「
社
会
保
障
・
税
番
号

制
度
関
連
４
法
」
が
成
立
し
、
平
成
28
年
１
月
以
降
、
み

な
さ
ん
の
生
活
に
お
い
て
色
々
な
分
野
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
利
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

行
政
を
効
率
化
し
、
国
民
の
利
便
性
を
高
め
、
公
平
・

公
正
な
社
会
を
実
現
す
る
社
会
基
盤
（
イ
ン
フ
ラ
）
と

な
る
制
度
で
す
。公平・公正な社会の実現

　所得や他の行政サービ
スの受給状況を把握しや
すくなり、負担を不当に免
れることや不正受給など
を防止するとともに、本
当に困っている方にきめ
細かな支援を行うことが
できます。

国民の利便性の向上
　添付書類の削減など、
行政手続きが簡素化され、
負担が軽減されます。情
報提供等記録開示システ
ムによる情報の確認や提
供などのサービスを利用
できます。

行政の効率化
　行政機関や地方公共団
体などで様々な情報の照
合、転記、入力などに要
する時間や労力が大幅に
削減されるとともに、よ
り正確に行うことができ
るようになります。

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
と
は
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マイナンバーについての問合せ先
　全国共通ナビダイヤル　受付時間　午前 9時 30分～午後 5時 30分（土日祝日・年末年始を除く）
　日本語窓口　☎ 0570－ 20－ 0178
　外国語窓口　☎ 0570－ 20－ 0291（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応）
★マイナンバーのＨＰ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
★マイナちゃんのマイナンバー解説　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
　　カードに関すること：住民課�住民窓口Ｇ（内線 121、122）
　　そのほか：企画政策課�広報広聴Ｇ（内線 333）

制
度
面

●�

法
律
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

収
集
・
保
管
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

●�

な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
収
集
す

る
際
に
は
本
人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か
を
、
特

定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
い
う
第
三
者
機
関
が
監

視
・
監
督
し
ま
す
。

●�

法
律
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
を
、
従
来
に
比
べ
て
強

化
し
て
い
ま
す
。

シ
ス
テ
ム
面

●�

個
人
情
報
は
従
来
ど
お
り
、
年
金
の
情
報
は
年
金
事
務

所
、
税
の
情
報
は
税
務
署
と
い
っ
た
様
に
分
散
し
て
管

理
し
ま
す
。
分
散
管
理
す
る
こ
と
で
芋
づ
る
式
の
情
報

漏
え
い
を
防
ぎ
ま
す
。

●�

行
政
機
関
間
で
の
情
報
の
や
り
と
り
は
、「
符
号
」
と

い
う
別
の
番
号
を
使
い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
直
接
使
い

ま
せ
ん
。

●�
シ
ス
テ
ム
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
者
を
制
限
・
管
理
し
、

通
信
す
る
場
合
は
暗
号
化
し
ま
す
。

●�

平
成
29
年
1
月
か
ら
、「
情
報
提
供
等
記
録
開
示
シ
ス

テ
ム
」
が
稼
働
予
定
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
自

分
の
個
人
情
報
を
い
つ
、
誰
が
、
な
ぜ
提
供
し
た
の
か
、

不
正
・
不
適
切
な
照
会
・
提
供
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か

を
ご
自
身
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

マイナンバーは次のような場面で使います。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

安
心
・
安
全
の
仕
組
み

ひとりに一つマイナンバー制度特集
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